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第 1 章 計画の概要 

１ 計画策定の背景と趣旨 

わが国の平均寿命は男性 81.47歳、女性 87.57 歳（令和３年時点）となってお

り、世界の先進諸国と比べても最も高い水準にあります（令和５年度版高齢社会

白書、内閣府）。少子高齢化の進行により、生活習慣病に数えられている、がん

（悪性新生物）、心疾患、脳血管疾患、糖尿病、COPD（慢性閉塞性肺疾患）等の

有病者の増加や、要介護状態の者・認知症高齢者の増加が社会問題となっていま

す。生活習慣病は文字通り、生活習慣に起因する疾患であることから、幼少期か

ら規則正しい生活習慣を身につけ、疾病を予防することはとても重要です。しか

し、近年では、子どもの体力低下も社会問題になりつつあります。その要因とし

て１週間当たりの総運動時間が十分な子どもが少ないこと、肥満児童の増加、朝

食欠食・睡眠不足・スクリーンタイムの増加などの生活習慣の変化が挙げられて

います（全国体力・運動能力、運動習慣等調査：スポーツ庁）。私たちは、少子

高齢化やライフスタイルの変化に伴い、急激に変化している社会環境に適応し

ながら、自らの健康を維持・増進し、健康寿命※を延伸していく必要があります。 

 
わが国では平成 12 年３月より「 21世紀における国民の健康づくり運動（健

康日本 21）」が策定され、令和６年度からは「健康日本 21（第三次）」の実施が

予定されています。健康日本 21（第三次）では、「全ての国民が健やかで心豊か

に生活できる持続可能な社会の実現」をビジョンとし、健康寿命の延伸と健康格

差（地域や社会経済状況の違いによる集団間の健康状態の差）の縮小を中心的な

目標として位置づけています。鹿児島県においても、平成 13年３月より、「健康

かごしま 21」が策定され、鹿児島県民の健康増進が図られてきました。鹿屋市

では、平成 15 年３月に「健康日本 21」の地方計画となる「鹿屋市健康づくり

計画」（かのやヘルスアッププラン 21）を策定しました。その後、「健康日本 21」

及び「健康かごしま 21」の見直しなどを踏まえ、社会情勢の変化や本市におけ

る健康づくりの新たな課題に対応することを目的に、目標項目の見直しなどを

行った「第２次鹿屋市健康づくり計画」（第２次かのやヘルスアッププラン 21）

に基づき施策の展開を図ってきました。 

 
この度、前計画期間が令和５年度をもって終了するため、「第３次鹿屋市健康づ

くり計画（第３次かのやヘルスアッププラン 21）」を策定することとしました。

本計画は、これまで推進してきた第２次計画を受け、少子高齢化の進行や、本市

の疾病構造の特徴を考慮するとともに、生活習慣病の重症化予防の視点などを 
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【【表表：：各各組組織織のの構構成成とと役役割割】】 

番号 名称 区分 内容

鹿屋市健康づくり計画策

定委員会

健康づくり推進協議会）

構成 医療、保健衛生関係、学識経験者、

関係団体代表者等

役割 計画を策定するにあたり、基本的

な方針及び事項を検討・協議し必

要な提案を行う。

鹿屋市健康づくり計画策

定部会

構成 健康づくり・高齢者支援対策監、健

康増進課長、福祉政策課長、子育て

支援課長、高齢福祉課長、健康保険

課長

役割 事務局からの資料について精査、計

画に盛り込むべき事項を検討する。

庁内関連部局作業部会 構成 保健福祉部、学校教育課、市民スポ

ーツ課、農政課等

役割 各課の取組や各課にある協議会等の

意見を健康づくり計画の策定、推進に

反映するよう意見を述べる。

事務局 構成 健康増進課長、課長補佐、健康管理

係長、担当者

役割 計画策定に係る事務及び各課との

連携・調整を行う。

表中の番号は、図内の番号に対応しています。

【【表表：：計計画画策策定定ススケケジジュューールル】】 

年度 月 内容 
（令和４）年度 市民意識調査アンケートの調査開始

事業所、関係団体、庁内関係課調査

アンケート調査分析

第３次健康づくり計画策定方針の協議

市民意識調査等報告

（令和５）年度 健康づくり計画策定部会立ち上げ

健康づくり計画作業部会

健康づくり計画策定部会（計画素案の協議）

－ 第１回計画策定委員会

パブリックコメント

健康づくり計画策定部会（最終案の協議）

－ 第２回計画策定委員会（最終案の協議）

公表
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６６ 定定期期的的なな進進行行管管理理 

本計画の推進及び目標達成のため、定期的な進行管理を行います。また、健康

づくり事業をより効果的に推進するために、 サイクル（計画、実行、評価、

見直し）を実施し、継続的に改善を図ります。 
 

計計画画のの推推進進体体制制 

（（１１））計計画画のの周周知知 
市民が主体の健康づくりの推進のために、広報誌やホームページへの掲載、

概要版を作成し、イベント等で配布するなど本計画について様々な手段で周

知に努めます。 
 

（（２２））関関係係機機関関・・団団体体ととのの協協働働 
本計画に沿って健康づくりを推進するため、市民や様々な関係機関や団体

との連携・協働を図ります。 
 

計計画画のの進進行行管管理理 

（（１１））鹿鹿屋屋市市健健康康づづくくりり推推進進協協議議会会 
市民代表ならびに医療、保育、教育などの各関係団体や学識経験者により

構成され、健康づくり施策の協議や本計画の進捗状況の点検及び評価を行い

ます。 
 

（（２２））鹿鹿屋屋市市健健康康づづくくりり計計画画策策定定部部会会 
本計画に関連のある庁内関係課で構成され、健康づくり施策の情報共有や

検討を行い、横断的な計画の推進を図ります。 
 

計計画画のの最最終終評評価価 

本計画の計画期間の中間年度の令和 年度に全ての目標の達成状況を評

価したあと令和 年度に最終評価を行います。既存データやアンケート調

査等により、評価を行い、国・県の健康づくり計画の指針も踏まえて、協議

を行います。

 
 

9



8 9

６６ 定定期期的的なな進進行行管管理理 

本計画の推進及び目標達成のため、定期的な進行管理を行います。また、健康

づくり事業をより効果的に推進するために、 サイクル（計画、実行、評価、

見直し）を実施し、継続的に改善を図ります。 
 

計計画画のの推推進進体体制制 

（（１１））計計画画のの周周知知 
市民が主体の健康づくりの推進のために、広報誌やホームページへの掲載、

概要版を作成し、イベント等で配布するなど本計画について様々な手段で周

知に努めます。 
 

（（２２））関関係係機機関関・・団団体体ととのの協協働働 
本計画に沿って健康づくりを推進するため、市民や様々な関係機関や団体

との連携・協働を図ります。 
 

計計画画のの進進行行管管理理 

（（１１））鹿鹿屋屋市市健健康康づづくくりり推推進進協協議議会会 
市民代表ならびに医療、保育、教育などの各関係団体や学識経験者により

構成され、健康づくり施策の協議や本計画の進捗状況の点検及び評価を行い

ます。 
 

（（２２））鹿鹿屋屋市市健健康康づづくくりり計計画画策策定定部部会会 
本計画に関連のある庁内関係課で構成され、健康づくり施策の情報共有や

検討を行い、横断的な計画の推進を図ります。 
 

計計画画のの最最終終評評価価 

本計画の計画期間の中間年度の令和 年度に全ての目標の達成状況を評

価したあと令和 年度に最終評価を行います。既存データやアンケート調

査等により、評価を行い、国・県の健康づくり計画の指針も踏まえて、協議

を行います。

 
 

9


